
122014.2.19　広報あづみの13 広報あづみの　2014.2.19

◎
国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
さ
ん
へ

自
分
の
体
を
定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

市
で
は
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
を
対
象
に
、
精
密
健
康
診
断
（
人
間

ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク
）
を
受
診
す
る
場
合
の
経
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

定
期
的
な
受
診
で
、
病
気
の
早
期
発
見
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

■
助
成
対
象
者
と
助
成
金
額

35
歳
～
74
歳
ま
で
の
国
保
加
入
者

が
助
成
対
象

助
成
対
象
者
は
次
の
条
件
を
満
た
す

人
で
す
。

▽
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な
い
世

帯
に
属
す
る
人

▽
35
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者

▽
検
査
結
果
を
市
へ
提
出
で
き
る
人

助
成
金
額
は
表
１
の
と
お
り
で
す
。

年
度
内
で
１
回
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
人
間
ド
ッ
ク
と
併
用
す
る
脳
ド

ッ
ク
の
場
合
は
、
人
間
ド
ッ
ク
と
脳
ド

ッ
ク
両
方
の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
検
査
費
用
が

助
成
金
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
検
査

費
用
か
ら
１
０
０
０
円
を
差
し
引
い
た

額
を
助
成
し
ま
す
。（
１
０
０
０
円
未

満
の
端
数
切
り
捨
て
）

1　

助
成
申
請

人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク
を
実

施
し
て
い
る
す
べ
て
の
医
療
機
関
が
助

成
対
象
で
す
。

受
診
日
の
お
お
む
ね
１
カ
月
前
か
ら

前
日
ま
で
に
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

で
助
成
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
4
月

以
降
に
受
診
す
る
人
は
、
3
月
3
日

（
月
）
か
ら
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
持
ち
物

▽
人
間
ド
ッ
ク
ま
た
は
脳
ド
ッ
ク
案
内

通
知
（
受
診
医
療
機
関
発
行
）

▽
国
民
健
康
保
険
証

▽
印
鑑

2　

助
成
方
法

助
成
方
法
は
、
次
の
と
お
り
市
と
医

療
機
関
と
の
契
約
の
有
無
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。

●助成金額（表１）
区分 内容 助成金額

人間ドック
日帰り 2 万 5 千円

１泊２日 ３万円

脳ドック

人間ドックと併用 １万円

特定健康診査を兼ねる ２万円

簡易ドック １万 5 千円

■
申
請
の
方
法

契
約
医
療
機
関
と
そ
れ
以
外
で
は

助
成
方
法
が
異
な
り
ま
す

①
契
約
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場
合

　
（
図
１
）
―
契
約
方
式

市
と
契
約
す
る
医
療
機
関
（
表
2
）

で
受
診
す
る
場
合
は
、
申
請
時
に
交
付

を
受
け
た
「
助
成
券
」
を
受
診
時
に
提

出
し
ま
す
。
検
査
費
用
と
助
成
金
額
と

の
差
額
を
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
い

ま
す
。
検
査
結
果
は
、
医
療
機
関
か
ら

直
接
、
市
へ
送
付
さ
れ
ま
す
。

②
契
約
医
療
機
関
以
外
で
受
診
し
た
場

合
（
図
2
）
―
償
還
払
い
方
式

市
と
契
約
し
て
い
な
い
医
療
機
関
で

受
診
す
る
場
合
は
、
検
査
費
用
を
医
療

機
関
の
窓
口
で
全
額
支
払
い
ま
す
。
後

日
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
助
成

金
請
求
を
行
い
ま
す
。

●
持
ち
物

▽
医
療
機
関
が
発
行
す
る
領
収
書

▽
検
査
結
果

▽
印
鑑

▽
振
り
込
み
を
希
望
す
る
口
座
の
預
金

通
帳

請
求
後
、
お
お
む
ね
1
カ
月
か
ら
2

カ
月
後
に
助
成
金
を
指
定
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。

問
穂
市
民
課
国
保
年
金
担
当

（
82･

３
１
３
１
㈹ 

82･

６
６
２
２
）

◎国民健康保険の受診助成制度

人間ドック・脳ドック受診

●契約医療機関（表２）

医療機関名

受診区分

人間ドック 脳ドック

日帰り １泊 人間ドック
と併用

特定健診を
兼ねる 簡易

市　

内

安曇野赤十字病院
472・3170 ㈹ ○ － ○ ○ －

穂高病院
481・1011 ○ ○ － － －

高橋医院
482・2561 ○ ○ － － －

須澤クリニック
482・2993 ○ ○ － － －

市　

外

相澤健康センター
434・6360 ○ ○ ○ ○ －

丸の内病院
428・0055 ○ ○ ○ － －

松本協立病院
435・0479 ○ ○ ○ － －

松本市医師会
医療センター診療所
435・4997 ㈹

○ － － － －

安曇総合病院
40261・61・1181 ○ ○ ○ ○ △

松本市立病院
492・7106 ○ ○ ○ ○ －

長野県健康づくり事業団
長野健康センター
4026・286・6409

○ － － － －

藤森病院
433・3672 ㈹ ○ ○ － － －

一之瀬脳神経外科病院
448・6600 － － ○ ○ △

城西病院
433・6400 ㈹ ○ ○ ○ ○ －

※○ = 受診可能　－＝健診実施なし　△＝償還払い方式で受診
※他の医療機関で受診する場合は償還払い方式になります。

契約医療機関で受診する場合（図1）契約医療機関以外で受診する場合（図2）

市国保

⑤検査結果 

（費用全額負担）

③助成金交付決定②助成金申請
⑦助成金支払い⑥助成金請求

検査結果提出

①予約
④受診

⑧特定保健指導（該当者のみ） 

③助成券発行
⑤検査結果提出、
助成券分の
費用請求

②助成金
申請 ⑦特定保健指導

（該当者のみ）

⑥助成金
支払い

⑤検査結果

①予約
④受診

（助成券との差額負担）

市国保

人間ドック
脳ドック
受診者
被保険者
35～ 74歳

人間ドック
脳ドック
受診者
被保険者
35～ 74歳

人間ドック
脳ドック
実施医療機関

人間ドック
脳ドック
契約医療機関

※簡易脳ドッグ以外は、市が行う特定健康診査と重複して助成は受けられません。


